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「
蹴
殺
遇
恩
情
理
軽
重
格
」

考

--fB
a

，，
 

村

康

は

じ

め

に

一
「
嗣
殺
遇
恩
情
理
軽
重
格
」
の
制
定
の
背
景

二
「
嗣
殺
遇
恩
情
理
軽
重
格
」
の
内
容

お

わ

り

に

t土

じ

め
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て
殺
せ
ば
、

唐
闘
訟
律
五
僚
に
「
諸
そ
闘
殴
し
て
人
を
殺
せ
ば
、
較
。
刀
を
以
て
し
、
及
び
故
ら
に
人
を
殺
せ
ば
、
斬
。
闘
に
因
る
と
雄
も
、
兵
刀
を
用

(
1

)
 

故
殺
と
同
じ
」
と
あ
る
よ
う
に
、
唐
律
は
凡
人
聞
の
闘
殺
の
刑
を
加
害
手
段
に
よ
り
斬
(
刃
・
兵
刃
〉
と
較
〈
手
足
・
他
物
〉
に
分

加
害
箇
所
や
傷
害
の
態
様
に
よ
る
匿
別
は
設
け
て
い
な
か
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
一宋
慶
元
四
年
(
一
一
九
八
)
の
断
獄
格
「
闘
殺

け
る
だ
け
で
、

遇
恩
情
理
軽
重
格
」

(
『
係
法
事
類
』
巻

二
ハ
、
文
書
門

て

赦
降
〉

理
直
・
下
手
梢
重

〔
下
手
精
重
と
は
、

他
物
を
以
て
殴
撃
し
、
弁
び
に
手
足
も
て
重
豊
し
て
頭
・
面
・
咽
喉
・
筒
乳
・
心
腹
・
肋
脇

・
陰

隠
の
慮
を
殴
り
、
或
は
刀
も
て
徐
鹿
を
傷
け
る
の
類
を
謂
う
〕
。

理
曲
・
下
手
軽
。

右
、
軽
と
震
す
。



刀
を
以
て
頭

・
面
・
咽
喉
・
宵
乳
・
心
腹

・
肋
脇

・
陰
膳
の
慮
を
傷
け
、
及
び
斧
銀
の
類
を
以
て
、
万

刀
を
用
い
ざ
る
と
難
も
、
上
項
の
要
害
の
慮
を
殴
撃
し
、
井
に
手
足

・
佑
物
を
以
て
殴
り
、
折
支
以
上
、
及
び
項
骨
の
折
扶

・
脳
骨

の
破
損
、
若
く
は
堕
胎
に
至
る
の
類
を
謂
う
〕
。

理
由
・
下
手
楠
重
。

理
直
・
下
手
重
〔
下
手
重
と
は
、

右
、
重
と
震
す
。

は
、
理
と
下
手
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
り
闘
殺
の
情
理
を
規
定
し
て
い
る
。
と
く
に
下
手
の
内
容
の
規
定
は
き
わ
め
て
詳
細
で
あ
る
。
唐
律
の
簡

便
さ
に
比
し
た
、
こ
の
格
の
詳
細
さ
は
ど
こ
か
ら
、
い
か
に
し
て
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

本
稿
は
こ
の
格
の
制
定
の
背
景
の
探
究
と
そ
の
内

容
の
検
討
を
目
的
と
す
る
。

「
闘
殺
遇
恩
情
理
軽
重
格
」
の
制
定
の
背
景

- 83ー

そ
の
名
稽
に
「
遇
恩
」
と
い
う
文
言
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
明
か
な
よ
う
に
、
闘
殺
遁
恩
情
理
軽
重
格
は

一
般
的
な
規
定
で
は
な

く
、
赦
降
の
適
用
に
際
し
て
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
て
い
た
。
で
は
、
赦
降
の
適
用
に
際
し
て
闘
殺
の
情
理
が
問
題
に
な
り
、
こ
の

よ
う
な
格
が
定
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
司
た
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
は
、

宋
代
の
赦
降
の
内
容
を
検
討

(
2〉

す
る
必
要
が
あ
る
。

宋
代
は
し
ば
し
ば
赦
降
の
渡
せ
ら
れ
た
時
代
で
あ
っ
た
。
南
郊

・
明
堂
の
大
檀
に
伴
う
一一
一歳一

赦
が
定
例
化
し
、
皇
帝
一
の
即
位
、
服
薬
、
不

哉
、
封
調
、
太
子
の
出
生
、
立
太
子
、
天
災
、
星
襲
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
名
目
で
赦
降
が
護
せ
ら
れ
た
。
表
1
は
、
沈
家
本
氏
が

『
宋
史
』

本

(
3
)
 

紀
お
よ
び
『
逼
考
』
巻

一
七
三
、
刑
考
一
二
、
赦
宥
か
ら
集
計
し
た
宋
代
の
赦
降
数
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
南
北
雨
宋
三
二

0
年
聞
に
大
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赦
・
建
赦
・
赦
は
あ
わ
せ
て

一
九
五
度
、
ほ
ぼ
一
年
宇
ご
と
に

一
度
は
渡
せ
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
ほ
か
に
も
徳
一
音
や
減
降
、
曲
赦
な
ど

(
4〉

ま
た
疏
決
も
ほ
ぼ
毎
年
一
度
行
わ
れ
る
こ
と
が
定
例
化
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
犯
罪
者
は
ほ
と
ん
ど
刑
を
克
除
さ
れ
て

が
あ
り
、
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宋代の皇帝別赦降敷

皇脅 |差益|大赦 |母赦| 赦 |徳音 |降寝 |滅穆|録囚 |曲赦 153刷
太租 17年 9 6 1 赦雑犯1
太宗 20年 11 11 11 1 
興宗 26年 16 l 12 19 1 照態1
仁 宗 42年 20 2 24 12 25 1 
芙宗 4年 3 3 7 
紳宗 19年 11 8 17 13 4 
哲宗 15年 2 7 10 1 2 
徽宗 25年 3 23 22 18 1 
欽宗 2年 1 1 1 
高宗 36年 21 l 1 3 

孝宗 27年 14 1 2 7 
光宗 5年 1 1 1 3 
寧宗 30年 13 5 6 

理宗 40年 21 3 

度宗 10年 3 l 

7，ff;、 ，刀三7て 2年 1 1 
端宗 2年 1 

表1

し
ま

っ
た
の
か
と
い
う
と
、
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
。
宋
代
の
赦
降

は
封
象
を
繋
囚
に
限
定
す
る
も
の
が
多
く
、
そ
の
数
果
も
刑
の
全
克

で
は
な
く
減
降
に
と
ど
め
る
も
の
が
中
心
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
そ
も

そ
も
十
悪
、
殺
人
な
ど
一
定
の
凶
悪
犯
罪
は
赦
降
の
適
用
か
ら
除
外

〈

5
〉

さ
れ
る
の
が
原
則
で
あ
っ
た
。
で
は
、
そ
の
な
か
で
嗣
殺
は
ど
の
よ

う
に
扱
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

建
隆
二
年
(
九
六
一
〉
六
月
九
日
の
疏
決
(
『
宋
舎
要
』
一

六
九
如、

刑
法
五
、

省
獄
〉

早
を
以
て
詔
す
ら
く
。
東
京
管
内
の
見
に
禁
ぜ
ら
る
罪
人
は
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悪
逆
、

不
孝
、
劫
賊
、
故
殺
、
放
火
、
官
典
の
在
法
臓
を
受
け

る
は
放
た
ざ
る
を
除
く
の
外
、
其
の
徐
の
雑
犯
死
罪
は
、
同
情

共
犯
の
頭
首
は
慮
死
と
す
る
を
除
き
、
除
は
並
び
に
一

雄一寸を
減

じ
、
霊
武
に
配
せ
。
流
罪
以
下
は
三
等
を
減
じ
、
杖
罪
己
下
は

並
び
に
放
て
。
有
る
所
の
樟
放
に
一該
た
ら
ざ
る
罪
人
は
、
開
封

府
予
を
し
て
速
か
に
膜
決
を
興
え
し
め
よ
、
・
:
:
と。

薙
照
二
年
(
九
八
五
)
九
月
丙
午
(
五
日
)

の
赦
(
『
宋
史
』
巻
五
、
太

宗
紀
二
〉歳

に
兵
凶
な
き
を
以
て
、

十
悪
、

官
吏
の
臓
を
犯
し
、
謀

故
・
劫
殺
を
除
く
の
外
、
死
罪
は
滅
降
し
、
流
以
下
は
之
を
穆



す。

威
卒
二
年
(
九
九
九
〉
閏
三
月
丁
亥
(
四
目
。
亥
、
も
と
誤
っ
て
丑
に
作
る〉
の
以
早
減
降
雨
京
諸
路
繋
囚
制
(
『
詔
令
集
』
巻

一
五
一
、
政
事
四
、
徹
災
一
〉

南
京
・
諸
路
の
繋
囚
は
、
十
悪
の
罪
死
に
至
り
、
官
典
の
在
法
臓
を
犯
し
、
劫
殺
・

謀
殺

・
故
殺
し
て
己
に
人
を
殺
す
は
降
さ
ざ
る
を
除

く
の
外
、
死
罪
は
降
し
て
流
に
従
い
、
流
罪
は
降
し
て
徒
に
従
い
、
徒
罪
は
杖
に
従
い
、
(
杖
)
己
下
は
並
び
に
之
を
寝
せ
。

(
6
)
 

な
ど
、
北
宋
初
期
の
赦
降
に
は
、
劫
殺
・
謀
殺
・
故
殺
の
適
用
除
外
を
規
定
し
な
が
ら
闘
殺
を
こ
れ
に
加
え
ず
、
減
降
の
封
象
と
し
て
い
る
も

(

7

)

 

の
が
多
い
。
こ
れ
は
、
劫
・
謀
・
故
殺
と
遣
っ
て
、
闘
殺
に
は
殺
害
の
意
思
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。

月
二
五
日
の
疏
決
(『宋
禽
要
』
一
六
九
加
、
刑
法
五
、
親
決
獄
)

そ
の
一

方
で
、
淳
化
三
年
(
九
九
二
〉
七

山
宗
政
殿
に
御
し
、
在
京
の
諸
司
の
繋
囚
を
録
す
。
流
罪
以
下
は
悉
く
原
宥
に
従
う
。
尋
で
敷
す
ら
く
。
諸
路
の
見
に
禁
ぜ
ら
る
囚
は
、
四

殺
、
官
典
の
正
在
法
臓
を
犯
す
を
除
く
の
外
、
徐
の
死
罪
は
降
し
て
流
に
従
い
、
流
己
下
は
遁
ミ
一
等
を
減
じ
、
杖
巳
下
は
之
を
四
押
せ
、

と
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至
道
元
年
ハ
九
九
五
〉
四
月
一
九
日
の
疏
決
(
岡
、
省
獄
〉

詔
し
て
日
く
O
i
-
-
-
宜
し
く
常
参
官
を
し
て
俸
に
乗
り
諸
路
に
分
往
し
、
長
吏
と
聞
に
刑
獄
を
決
遣
せ
し
む
べ
し
。
鷹
そ
悪
逆
、
四
殺
、

官
典
の
臓
を
犯
し
、
官
物
を
欠
負
し
て
催
理
を
行
わ
る
は
赦
せ
ざ
る
の
外
、
其
れ
劫
盗
は
止
だ
首
悪
を
珠
し
、
徐
黛
(
徐
、

も
と
誤
っ
て
余

に
作
る
)
は
悉
く
杖
脊
・
刺
面
し
て
本
慮
の
牢
城
〈
に
配
せ
〉
。
其
の
徐
の
罪
は
、
流
以
下
は
遁
ミ
一

等
を
降
し
、
杖
己
下
は
放
て
。
至
る

所
に
て
決
遣
し
詑
れ
ば
、
刑
名
の
事
肢
を
具
し
て
疾
置
に
附
し
て
以
て
聞
せ
、

と。

威
卒
三
年
(
一

O
O
O〉
一

O
月
一
一
一
一
一
日
の
西
川
峡
路
の
疏
決
(
間
前
〉

翰
林
事
土
王
欽
若
・
知
制
詰
梁
額
を
し
て
西
川
峡
路
安
撫
使
た
ら
し
む
。
何
お
詔
す
ら
く
。
至
る
所
に
て
繋
囚
を
録
問
し
、
十
悪
の
死
に

至
り
、
官
典
の
正
柾
法
臓
を
犯
し
て
人
を
殺
す
に
至
り
、
劫
殺
・
謀
殺
・
故
殺
・
闘
殺
し
て
並
び
に
己
に
人
を
殺
す
を
帰
す
は
降
さ
ざ
る

を
除
く
の
外
、
徐
の
死
罪
は
流
に
従
い
(
従
、
も
と
誤
っ
て
徒
に
作
る
)
、
流
己
下
は
遁
ミ
等
を
降
し
、
杖
己
下
は
之
を
簿
せ
。
死
罪
の
合
に

687 



688 

滅
降
に
一
該
つ
べ
き
も
、
情
理
恕
し
難
き
者
は
、
疾
置
し
て
以
て
聞
せ
、
と
。

な
ど
、

(
8
)
 

四
殺
す
な
わ
ち
劫
殺
・
謀
殺
・
故
殺

・
闘
殺
の
す
べ
て
を
適
用
除
外
と
す
る
赦
降
も
降
さ
れ
て
い
る
。
員
宗
朝
前
期
ま
で
の
赦
降
は
、

闘
殺
を
完
全
に
適
用
の
劃
象
と
す
る
か
、

ま
た
は
完
全
に
適
用
除
外
と
す
る
か
の
ど
ち
ら
か
で
あ

っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
や
が
て
、
景
徳
四
年

(
一

O
O七
)

一
O
月
甲
寅
(
一
一
一
日
)
の
曲
赦
(
『
宋
史
』
径
七
、
員
宗
紀
二
〉

詔
す
ら
く
。
宜

・
柳
・

象
州
、
懐
遠
軍
の
死
罪
以
下
は
、
十
悪
、
謀

・
故
・

闘
殺
、
官
吏
の
荘
法
臓
を
犯
す
者
に
非
ざ
れ
ば
、
並
び
に
之

を
原
せ
。
贋
南
東
西
路
の
雑
犯
死
罪
以
下
は
遁
と
一
等
を
減
ぜ
よ
、

:
:
:
と
。

天
稽
二
年
(
一

O
一
八
)
八
月
甲
辰
(
一
五
日
)
の
立
皇
太
子
大
赦

(『長
編
』
各
九
二
、

倶
宗
)

天
下
に
大
赦
す
。
惟
だ
十
悪
、
劫
殺

・
謀
殺
・
故
殺
・
闘
殺
、
官
物
を
盗
み
、
符
印
を
儒
造
し
、
官
典
の
臓
を
犯
す
は
、
論
ず
る
こ
と
律

の
如
し
。
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(
9
)
 

な
ど
の
、

後
者
に
腐
す
る
も
の
が
多
数
を
占
め
て
ゆ
く
。

と
こ
ろ
が
、
大
中
群
符
八
年
(
一

O
一五
〉
正
月
壬
午
(
一
日
)
の
申
告
上
聖
続
赦
文
(
『
詔
令
集
』巻一一一一
六
、
典
雄
二

一
、
天
神
下
〉

天
下
に
大
赦
す
ベ
し
。
繋
囚
の
己
に
人
を
殺
し
、
十
悪
の
罪
死
に
至
り
、
官
典
の
正
柾
法
械
を
犯
す
は
赦
せ
さ
る
の
外
、
闘
殺
の
情
欄
む

ベ
き
者
は
奏
裁
せ
よ
。
自
蝕
は
威
な
之
を
赦
除
せ
よ
。

天
稽
三
年
(
一

O
一九〉

一
一
月
辛
未
(
一
九
日
)
の
南
郊
赦
(
『
長
編
』
巻
九
四
、
県
宗
〉

天
下
に
大
赦
す
。
劫
殺
・
闘
殺
し
て
己
に
人
を
殺
し
、
十
悪
の
死
に
至
り
、
符
印
を
儒
遣
し
、
放
火
、
官
物
を
盗
み
、
官
典
の
入
己
賦
す

る
に
非
ざ
れ
ば
、
威
な
之
を
除
す
。
嗣
殺
の
関
む
べ
き
者
は
奏
裁
す
。

至
和
三
年
(
一

O
五
六
〉
八
月
二
日
の
太
卒
輿
園
寺
奉
安
祖
宗
紳
御
櫨
畢
詔
(
『
宋
舎
要
』
一六
九
加
、
刑
法
五
、
省
獄
)

在
京
井
び
に
輔
郡
の
見
に
禁
ぜ
ら
る
罪
人
は
、
十
悪
・
四
殺
を
犯
し
、
官
典
の
正
柾
法
服
・
監
主
自
盗
し
、
符
印
を
偶
造
し、

放
火
は
赦

せ
ざ
る
を
除
く
の
外
、
其
の
除
の
雑
犯
死
罪
は
降
し
て
流
に
従
い
、
流
罪
は
降
し
て
徒
に
従
い
、
徒
罪
己
下
は
並
び
に
放
て
。
闘
殺
の
情



理
欄
む
べ
き
者
の
如
き
は
奏
裁
せ
よ
。
款
の
到
る
日
を
限
り
、
長
吏
己
下
に
仰
せ
て
嘗
面
に
決
遁
せ
し
め
、
詑
れ
ば
事
賦
を
具
し
て
以
て

聞
せ
よ
。

な
ど
、
員
宗
朝
後
期
以
降
に
は
、
殺
人
全
般
あ
る
い
は
闘
殺
ま
で
の
適
用
除
外
を
明
言
し
た
あ
と
に
、
闘
殺
の
情
理
可
欄
案
件
の
奏
裁
を
規
定

す
る
赦
降
が
下
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
し
だ
い
に
一
般
化
し
て
ゆ
く
。
こ
れ
ら
の
赦
降
に
よ
り
闘
殺
の
一
部
の
奏
裁
が
許
容
さ
れ
、
結
果
的
に

死
一
等
を
減
ぜ
ら
れ
る
可
能
性
が
聞
か
れ
た
。
そ
の
た
め
の
篠
件
が

「
情
理
欄
む
べ
き
」
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
般
的
な
死
刑

(
叩
)

奏
裁
の
傑
件
と
し
て
情
理
可
闘
が
確
立
さ
れ
て
ゆ
く
時
期
と
符
合
し
て
い
る
。
こ
の
饗
化
は
、
闘
殺
と
い
え
ど
も
人
を
殺
害
し
た
と
い
う
結
果

の
重
大
性
か
ら
剣
断
す
れ
ば
減
降
は
望
ま
し
く
な
い
が
、
さ
り
と
て
殺
害
の
意
思
を
有
し
な
い
闘
殺
犯
を
完
全
に
赦
降
の
恩
津
か
ら
除
外
す
る

こ
と
も
ま
た
仁
慈
に
反
す
る
と
い
う
債
値
判
断
か
ら
安
協
的
に
生
じ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
こ
の
段
階
で
は
あ
く
ま
で
皇
帝
の
意
思
に
最

終
的
剣
断
が
委
ね
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
す
ぎ
ず
、
情
理
可
聞
で
あ
れ
ば
必
ず
減
等
が
興
え
ら
れ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
慶
暦
五
年

(一

O
四
五
〉
一
一
一
月
甲
申
(
二
八
日
〉
の
険
西
解
巌
曲
赦
(
『
詔
令
集
』
巻
一
一
一
八
、
政
事
七
一
、

武
功
上
〉

映
西
の
諸
州
府
軍
監
蘇
等
、
敷
命
の
到
る
日
を
限
り
、
見
に
禁
ぜ
ら
る
罪
人
は
、
十
悪
、
井
び
に
故
殺
・
謀
殺
・
劫
殺
、
放
火
、
持
杖
行

劫
、
官
物
を
侵
盗
し
、
符
印
を
僑
造
し
、
毒
薬
を
合
造
し
、

官
典
の
正
在
法
臓
を
犯
す
は
、
法
に
依
り
施
行
す
る
を
除
く
の
外
、
麿
そ
雑

犯
死
罪
、
井
び
に
嗣
殺
死
罪
、
井
び
に
闘
殺
の
情
理
個
む
べ
き
者
は
、
並
び
に
流
に
従
う
を
許
す
。
内
、
存
留
し
て
彼
に
在
ら
し
む
べ
か
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ら
ざ
る
者
あ
れ
ば
、
即
ち
刺
し
て
五
百
里
軍
州
の
牢
域
に
配
し
て
牧
侍
目
せ
よ
。

其
れ
流
罪
は
降
し
て
徒
に
従
い
、

徒
は
降
し
て
杖
に
従

ぃ
、
杖
罪
以
下
は
並
び
に
放
て
。

は
、
闘
殺
全
般
と
闘
殺
情
理
可
聞
の
流
へ
の
減
雄
一
寸
を
規
定
し
、
闘
殺
全
般
を
劫
・
謀
・
故
殺
と
は
異
な
る
扱
い
と
し
て
い
る
。
し
か
し
な
お
闘

殺
は
雑
犯
死
罪
と
も
別
範
障
と
さ
れ
て
お
り
、
本
来
的
に
は
赦
降
の
適
用
が
除
外
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
か
で
あ
る。

し

た
が
っ
て
、
こ
れ
は
曲
赦
と
い
う
、
地
域
限
定
的
な
赦
降
に
規
定
さ
れ
た
特
倒
的
な
措
置
で
あ
る
。

疏
決
(
『
宋
禽
要
』
一
六
九
筒
、
刑
法
五
、
親
決
獄
〉

景
祐
二
年
(
一

O
三
五
〉
七
月
二
五
日
の

689 
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刑
部
に
詔
す
ら
く
。
雁
そ
三
京
畿
燃
の
見
に
禁
ぜ
ら
る
罪
人
は
、
劫

・
謀

・
故

・
闘
し
て
並
び
に
己
に
人
を
殺
す
を
局
す
者
、
並
び
に
十

悪
、
官
典
の
正
柾
法
賦
・
監
主
自
盗
し
、
符
印
を
儒
造
し
、
放
火
は
法
に
依
る
を
除
く
の
外
、
雑
犯
死
罪
は
並
び
に
降
し
て
徒
に
従
う
。

情
理
重
き
、
及
び
闘
殺
の
情
関
む
べ
き
者
は
、
減
降
に
依
り
、
決
し
て
五
百
里
外
の
牢
城
に
配
せ
。
其
の
除
の
流
罪
は
徒
に
降
し
、
杖
己

下
は
並
び
に
放
て

と

で
は
、
闘
殺
情
理
可
閥
は
雑
犯
死
罪
情
重
と
と
も
に
、

徒
刑
に
減
軽
し
た
う
え
で
配
五
百
里
外
牢
城
が
附
加
さ
れ
た
が
、

治
卒
元
年
(
一

O
六

四
)
三
月
一
一
日
の
疏
決
(
問
、
省
獄
〉

一
帝
、
親
か
ら
繋
囚
を
録
す
。

十
悪
、

四
殺
、

官
典
の
正
在
法
服

・
監
主
自
盗
を
犯
し
、

符
印
を
儒
造
し
、

放
火
は
論
ず
る
こ
と
法
の
如

し
。
除
の
死
罪
は
降
し
て
流
に
従
う。

内
、
情
理
重
き
、
及
び
嗣
殺
の
閥
む
べ
き
者
は
、
降
に
依
り
刺
し
て
五
百
里
外
の
牢
城
に
配
す
。

強
盗
の
死
に
蛍
た
る
も
、

ま
た
降
に
依
り
刺
し
て
贋
南
の
牢
城
に
配
す
。
情
理
重
き
者
は
贋
南
遠
悪
州
軍
に
配
す
。
流
は
降
し
て
徒
に
従
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ぃ
、
徒
は
降
し
て
杖
に
従
い
、
杖
己
下
は
並
び
に
放
っ
。

治
卒
二
年
ハ
一

O
六
五
)
二
月
一
七
日
の
疏
決
(
同
前
)

一帝
、
親
か
ら
繋
囚
を
録
す
。

十
悪
、

四
殺
、
官
典
の
臓

・
監
主
自
盗
を
犯
し
、

符
印
を
儒
造
し
、

放
火
を
除
く
の
外
、

嗣
殺
の
閥
む
ベ

き
、
及
び
劫
盗
の
死
に
至
る
は
、
決
し
吃
り
て
刺
し
て
牢
城
に
配
す
。
除
犯
の
死
罪
よ
り
徒
ま
で
は
各
ミ

一
等
を
降
し
、
杖
己
下
は
之
を

穫
す
。

治
卒
三
年
(
一

O
六
六
〉
三
月
一
四
日
の
疏
決
(
同
前
)

帝
、
親
か
ら
在
京
の
繋
囚
を
録
す
。
十
悪
、

四
殺
、
官
典
の
賊

・
監
主
自
盗
を
犯
し
、
符
印
を
偶
造
し
、
放
火
は
降
さ
ざ
る
を
除
き
、
品
跡

罪
の
死
は
降
し
て
流
に
従
い
、
流
巴
下
は
遁
ヒ
之
を
降
す
。
降
し
て
流
に
在
り
て
情
重
き
、
及
び
闘
殺
の
閥
む
べ
き
者
は
、
降
に
依
り
決

し
て
五
百
里
外
の
牢
城
に
配
す
。
強
劫
盗
の
罪
死
た
る
者
は
沙
門
島
、
流
た
る
者
は
贋
南
の
牢
城
(
に
配
す
)
。
杖
巴
下
は
放
っ
。

治
卒
四
年
(
一

O
六
七
〉
四
月
一
九
日
の
疏
決
(
同
前
)



上
、
親
か
ら
在
京
の
繋
囚
を
録
す
。
十
悪
、

四
殺
、
官
典
の
輔
・
監
主
自
盗
を
犯
し
、
符
印
を
儒
造
し
、
放
火
は
法
に
依
り
施
行
す
る
を

除
く
の
外
、
臆
そ
雑
犯
死
罪
は
並
び
に
降
し
て
流
に
従
う
。
内
、
情
理
(
重
き
〉
、
井
び
に
闘
殺
の
情
理
個
む
べ
き
者
は
、
減
降
に
依
り
、

決
し
詑
り
て
各
ミ
五
百
里
外
の
牢
城
に
配
す
。
強
劫
の
死
に
該
た
る
賊
人
も
、
ま
た
減
降
に
依
り
、
決
し
詑
り
て
沙
門
島
に
配
す
。
罪
流

に
至
る
は
、
減
降
に
依
り
、
刺
し
て
贋
南
の
牢
城
に
配
す
。
其
の
徐
の
流
罪
は
降
し
て
徒
に
従
い
、
徒
罪
は
降
し
て
杖
に
従
い
、
杖
罪
己

下
は
並
び
に
之
を
穫
す
。

な
ど
の
疏
決
で
は
、
嗣
殺
情
理
可
欄
は
流
に
減
等
し
、
刺
刑
の
附
加
に
つ
い
て
は
異
聞
が
あ
る
が
、
い
づ
れ
も
配
五
百
里
外
牢
城
が
附
加
さ
れ

て
い
る
。
英
宗
朝
ま
で
に
は
、
疏
決
に
お
い
て
闘
殺
情
理
可
欄
案
件
を
こ
の
よ
う
に
扱
う
こ
と
が
ほ
ぼ
定
例
化
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
他

の
赦
降
の
際
の
闘
殺
情
理
可
欄
案
件
の
奏
裁
に
お
い
て
も
、
同
様
の
措
置
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い。

だ
が
、
神
宗
朝
に
入
り
、
照
寧
九
年
(
一

O
七
六
)
六
月
一
五
日
の
疏
決
(
同
、
親
決
獄
〉

上
、
崇
政
殿
に
御
し
て
在
京

諸

司

の

繋

囚

を

録

す

。

井

び

に

十

悪

、

盗
、
符
印
を
偶
造
し
、
放
火
、
官
員
の
入
己
賊
(
入
、
も
と
誤
っ
て
人
に
作
る
〉
を
犯
し
、
将
校
・
軍
人
・
公
人
の
在
法
服
を
犯
し
、
監
主

自
盗
賊
す
る
は
、
並
び
に
法
に
依
る
を
除
き
、
其
の
徐
犯
の
死
罪
は
降
し
て
流
に
従
い
、
流
は
降
し
て
徒
に
従
い
、
徒
は
降
し
て
杖
に
従

謀
殺
・
闘
殺
を
犯
す
者
の
並
び
に
己
に
人
を
殺
す
を
震
す
者
、

彊
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ぃ
、
杖
己
下
は
並
び
に
放
っ
。
内
、
闘
殺
の
情
理
軽
き
者
は

一
位
一
寸
を
減
じ
、
井
び
に
雑
犯
死
罪
の
情
理
重
き
者
は
降
す
所
に
依
り
、
決
し

吃
り
て
並
び
に
刺
面
し
て
千
里
外
の
牢
城
に
配
す
。
断
じ
吃
り
て
案
を
録
し
て
聞
奏
す
。
彊
盗
の
罪
死
に
至
る
も
情
理
睦
き
者
は
一

等
を

減
じ
、
刺
し
て
本
住
慮
よ
り
三
千
里
外
の
牢
城
に
配
す
。

は
、
闘
殺
の
情
理
軽
き
者
に
一
等
滅
を
輿
え
、
千
里
外
牢
城
へ
の
刺
面
配
を
附
加
し
て
い
る
。
減
等
後
の
附
加
刑
を
加
重
す
る
と
と
も
に
、
滅

(

日

)

等
の
篠
件
を
「
情
理
可
欄
」
か
ら
「
情
理
軽
」
へ
と
獲
更
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
獲
化
は
、
照
寧
一

O
年

〈
一
O
七
七
)
三
月
辛
未
(
一一

一

日
)
の
疏
決
(
『
長
編
』

巻
二
八
一
、
紳
宗
)

691 

繋
囚
を
録
す
。
雑
犯
死
罪
は
降
し
て
流
に
従
い
、
流
以
下
は
一
等
を
第
降
し
、
杖
以
下
は
之
を
緯
す
。
其
れ
雑
犯
死
罪
の
情
理
重
き
、
並
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び
に
闘
殺
の
情
理
軽
き
者
は
、
皆
な
降
し
、
決
し
刺
し
て
千
里
外
の
牢
域
に
配
す
。

元
盟
五
年

(一

O
八
二
〉
二
月
葵
酉
(
一
二
日
〉
の
曲
赦
梓
州
路
州
軍
徳
一
耳
目
(
『
詔
令
集
』

巻一一一

九
、
政
事
七
二
、
武
功
下
〉

梓
州
路
の
諸
州
軍
に
曲
赦
す
ベ
し
。
赦
書
の
到
る
日
の
昧
爽
以
前
を
限
り
、
殺
・
盗
及
び
臓
は
法
に
赦
せ
ざ
る
を
除
く
の
外
、
在
法

・
自

盗
の
死
罪
の
情
軽
き
者
は
奏
し
て
旨
を
取
り
、
闘
殺
の
死
罪
の
情
軽
き
者
は
一

等
を
減
じ
、
刺
し
て
千
里
外
の
牢
城
に
配
せ
。

其
の
徐
は

威
な
之
を
赦
除
せ
よ
。

な
ど
へ
と
、
附
加
刑
の
若
干
の
饗
更
を
伴
い
つ
つ
も
縫
承
さ
れ
て
ゆ
く。

制
(
同
書
巻
二
二
ハ
、
政
事
六
九
、

恩
宥
下
)

元
盟
八
年
(
一

O
八
五
〉
正
月
甲
寅

(
一
九
日
)
の
元
畳
八
年
赦
天
下

天
下
に
大
赦
す
べ

し
。
劫

・
謀

・
故
・
闘
の
四
殺
し
て
己
に
人
を
殺
し
、
十
悪
、
印
を
儒
り
、
放
火
、
盗
賊
の
死
に
抵
た
る
は
赦
せ
ず
、

及
び
情
聴
き
は
奏
裁
し
、
等
を
減
じ
刺
し
て
配
す
る
を
除
く
の
外
、
其
の
徐
の
罪
は
軽
重
と
な
く
、
威
な
之
を
赦
除
せ
よ
。

- 90-

は
、
闘
殺
を
劫
殺
・
謀
殺

・
故
殺
や
十
悪

・
放
火
・
強
盗
な
ど
と
と
も
に
、
原
則
と
し
て
適
用
除
外
と
し
な
が
ら
、
「
情
軽
」
の
場
合
に
は
奏

裁
を
経
て
減
紘
一
寸
刺
配
を
興
え
る
こ
と
を
明
言
し
て
い
る
。
こ
の
、
赦
降
に
お
け
る
闘
殺
案
件
の
奏
裁
減
等
篠
件
の
襲
更
は
、
車
な
る
呼
稿
の
襲

「
情
理
可
個
」
が
個
別
具
艦
的
に
し
か
判
断
し
得
な
い
主
観
的
な
篠
件
で
あ
る

の

に

劃

し

、

「

情

軽

」

は

比

較
的

客
観
的
な
篠
件
で
あ
り
、
ど
の
よ
う
な
行
魚
類
型
が
こ
れ
に
一
該
賞
す
る
か
、
あ
ら
か
じ
め
あ
る
程
度
明
確
に
さ
れ
て
い
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で

更
で
は
な
い
。

「情
理
軽」

あ
る
。
こ
れ
は
、
刑
部
・
大
理
寺
な
ど
中
央
官
聴
に
お
け
る
断
例
の
蓄
積
と
そ
の
編
纂
頒
行
に
よ
っ
て
、
赦
降
の
適
用
時
に
い
か
な
る
闘
殺
案

(

ロ

)

件
に
奏
裁
滅
枯
一
寸
を
認
め
る
の
が
適
嘗
か
と
い
う
こ
と
が
、
あ
る
程
度
明
確
に
さ
れ
て
き
た
こ
と
の
反
映
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
哲
宗
朝
で
は
、
元
結
元
年
(
一

O
八
六
)
九
月
辛
酉
〈
六
日
〉
の
明
堂
赦
(『長
編
』
各
三
八
七
、

哲
宗
)

宜
徳
門
に
御
し
て
慰
赦
す
。
闘
殺
の
罪
死
に
至
る
は
、
犯
す
こ
と
約
束
の
内
に
在
る
と
難
も
、
情
理
梢
や
軽
き
者
は
一
位
一
寸
を
減
じ
、
刺
し

て
千
里
外
に
配
せ
。
軽
き
者
は
五
百
里
。
並
び
に
牢
域
。
断
じ
詑
れ
ば
案
を
録
し
て
聞
奏
せ
よ
。

(
日
〉

が
、
闘
殺
案
件
は
、
約
束
の
期
間
内
す
な
わ
ち
明
堂
の
大
躍
を
議
告
す
る
御
札
の
護
布
後
に
犯
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、

「
情
理
梢
軽
」
も



そ
れ
ぞ
れ
千
里
外
、
五
百
里
の
牢
城
に
刺
配
す
る
と
規
定
し
て
い
る
。
闘
殺
案
件
の
滅
等
と
刺

配
牢
城
の
附
加
は
奏
裁
を
待
つ
こ
と
な
く
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
減
等
の
篠
件
も
さ
ら
に
情
理
梢
軽
と
情
理
軽
の
二
段
階
と
な
ア
た
。
こ
の

襲
化
は
、
元
祐
三
年
(
一

O
八
八
)
二
月
の
去
多
連
月
降
雲
今
春
久
陰
徳
一
音
(
『
詔
令
集
』
巻

一
五
四
、
政
事
七
、
徹
災
四
〉

し
く
は
「
情
理
軽
」
で
あ
れ
ば

一
等
を
減
じ
、

鷹
そ
四
京
・
諸
道
州
府
軍
監
鯨
の
、
敷
命
の
到
る
日
以
前
に
、
見
に
禁
ぜ
ら
る
罪
人
は
、
常
赦
の
原
さ
ざ
る
を
除
く
の
外
、
在
法
・
自
盗

の
罪
死
に
至
る
も
、
情
理
軽
き
者
は
奏
し
て
指
揮
を
取
れ
。
闘
殺
の
罪
死
に
至
る
も
、
情
理
梢
や
軽
き
者
は
一
位
一寸
を
減
じ
、
刺
し
て
千
里

外
の
牢
城
に
配
せ
。
軽
き
者
は
刺
し
て
五
百
里
外
の
牢
域
に
配
せ
。
断
じ
吃
れ
ば
案
を
録
し
て
開
奏
せ
よ
。
其
の
徐
の
死
罪
は
降
し
て
流

に
従
い
、
流
罪
は
降
し
て
徒
に
従
い

(徒
、
も
と
誤
っ
て
徒
に
作
る
〉
、

徒
以
下
は
並
び
に
放
て
。

強
盗
の
罪
死
に
至
る
は
、

降
す
所
に
依

り
、
決
し
詑
れ
ば
情
理
重
き
は
刺
し
て
贋
南
遠
悪
慮
に
配
せ
。
軽
き
者
は
二
千
里
外
の
牢
城
に
配
せ
。

元
枯
六
年
〈
一

O
九
一
)
九
月
壬
子
(
二
七
日
〉
の
上
清
儲
梓
宮
成
徳
一
音
(
同
書
巻
一
八
O
、
政
事
三
三
、
管
繕
下
〉

麿
そ
四
京
・
諸
道
州
府
軍
監
豚
の
、
徳
一音
の
到
る
日
日
前
に
、
見
に
禁
ぜ
ら
る
罪
人
は
、
死
罪
は
法
に
依
る
を
除
き
、
内
、
柾
法
・
自
盗

の
罪
死
に
至
る
も
、
情
理
軽
き
者
は
奏
裁
せ
よ
。
闘
殺
の
罪
死
に
至
る
も
、
情
理
梢
や
軽
き
者
は
一
等
を
減
ぜ
よ
。
其
の
除
の
死
罪
は
降
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し
て
流
に
従
い
、
流
罪
は
降
し
て
徒
に
従
い
、
徒
己
下
は
並
び
に
放
て
。

な
ど
の
全
園
的
な
赦
降
に
踏
襲
さ
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

赦
降
に
お
け
る
闘
殺
の
一
部
減
等
規
定
の
賓
数
化
と
、
滅
等
傑
件
適
用
の
剣
断
の
州
へ
の
委
任
に
は
、
そ
の
剣
断
基
準
の
よ
り

一
層
の
明
確

化
が
不
可
依
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
中
央
官
鹿
で
の
断
例
の
蓄
積
と
そ
の
編
纂
頒
行
だ
け
で
は
不
充
分
で
あ
る
。
こ
の
必
要
に
雁
じ
て
生
み
出
さ

れ
た
の
が
「
闘
殺
情
理
軽
重
格
」
で
あ
司
た
。
『
宋
曾
要
』
一
六
四
加
、
刑
法
一
、
格
令
二
、

は
、
こ
の
格
の
全
園
的
な
頒
布
に
至
る
経
緯
が
記
さ
れ
て
い
る。

建
中
靖
園
元
年
(
二

O
一
)
六
月
三
O
日
に

詔
す
ら
く
、
闘
殺
情
理
軽
重
格
を
諸
路
に
頒
て
、
と
。
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是
よ
り
先
、
格
、
上
ら
れ
て
刑
部
・
大
理
寺
に
用
い
ら
る
。
市
し
て
州
郡
の
議

刑
、
往
往
に
し
て
臨
時
に
出
で
、
或
は
其
の
手
を
高
下
す
る
を
得
。
決
す
る
こ
と
能
わ
ざ
る
に
至
れ
ば
、
則
ち
疑
慮
を
以
て
奏
裁
す
。
是
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を
以
て
留
獄
多
し
。
大
理
卿
周
鼎
以
て
請
を
箆
す
。
故
に
是
の
詔
あ
り。

こ
の
格
は
す
で
に
刑
部
・
大
理
寺
で
使
用
さ
れ
て
い
た
が
、
州
の
闘
殺
案
件
の
慮
理
に
際
し
て
は
恋
意
的
な
措
置
や
、
安
易
な
疑
慮
奏
裁
の
た

め
の
審
理
の
長
期
化
と
い
う
弊
害
が
生
じ
て
い
た
。
こ
の
た
め
、
周
鼎
の
請
を
承
け
て
、

全
園
へ
と
頒
行
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

(U
)
 

と
こ
ろ
で
、
建
中
靖
園
元
年
頒
行
の
闘
殺
情
理
軽
重
格
は
、
闘
殺
の
情
理
を
重
一
・
梢
軽
・
軽
の
三
等
に
分
類
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、

『
傑
法
事
類
』
所
掲
の
闘
殺
遇
恩
情
理
軽
重
格
は
こ
れ
を
重

・
軽
の
二
等
と
し
て
い
る
。
こ
の
違
い
は
ど
こ
か
ら
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
建

炎
二
年
(
一
一
二
八
〉
六
月
一
一
日
の
疏
決
(
『
宋
舎
要
』
一
六
九
街
、
刑
法
五
、
親
決
獄
)

行
在
揚
州
井
び
に
屡
腕
称
、
及
び
行
在
の
大
理
寺
・
御
史
蓋

・
殿
前
馬
歩
三
司
の
見
に
禁
ぜ
ら
る
罪
人
を
疎
決
す
。

劫
殺
・
謀
殺

・
故
殺

・

闘
殺
を
犯
し
並
び
に
己
に
人
を
殺
す
を
篤
す
者
、
弁
び
に
十
悪
、
符
印
を
儒
造
し
、
放
火
、
官
員
の
入
己
臓
を
犯
し
、
将
校

・
軍
人

・
公

人
の
在
法
臓
を
犯
し
、
監
主
自
盗
掘
す
る
は
並
び
に
法
に
依
る
を
除
き
、
其
の
徐
の
雑
犯
死
罪
は
降
し
て
流
に
従
い
、
流
罪
は
降
し
て
徒

に
従
い
、
徒
罪
は
降
し
て
杖
に
従
い
、
杖
罪
己
下
は
並
び
に
放
っ
。
内
、
闘
殺
の
情
理
軽
き
者
は
一

等
を
減
じ
、
井
び
に
雑
犯
死
罪
の
情

理
重
き
者
は
降
す
所
に
依
り
、
決
し
吃
り
て
並
び
に
刺
し
て
千
里
外
の
牢
城
に
配
す
。
断
じ
詑
り
て
案
を
録
し
て
聞
奏
す
。
強
盗
の
罪
死
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に
至
る
は
降
す
所
に
依
り
、
決
し
詑
り
て
、
情
理
重
き
者
は
刺
し
て
贋
南
遠
悪
慮
に
配
し
、
情
理
軽
き
者
は
刺
し
て
二
千
里
外
に
配
す
。

並
び
に
牢
域
。

紹
興
二
年
〈
一
一
一
一
一
一
一
)
五
月
二
五
日
の
疏
決
(
同
前
)

上、

後
般
に
御
し
て
臨
安
府
井
び
に
属
勝
、
行
在
の
諸
司
の
繋
囚
を
疎
決
す
。
四
殺

・
十
悪
を
犯
し
、
符
印
を
儒
造
し
、
放
火
、
官
員
の

入
己
械
(
入
、
も
と
誤
っ
て
人
に
作
る
)
を
犯
し、

将
校
・
軍
人
・
公
人
の
在
法
服
を
犯
し
、

監
主
自
盗
賊
す
る
は
並
び
に
法
に
依
る
を
除

き
、
其
の
徐
の
雑
犯
死
罪
は
遁
ミ
一
等
を
降
し
、
杖
罪
己
下
は
之
を
揮
す
。
内
、
闘
殺
の
情
理
軽
き
者
は

一
等
を
減
じ
、
井
び
に
雑
犯
死

罪
の
情
理
重
き
者
は
降
す
所
に
依
り
、
決
し
詑
り
て
並
び
に
刺
し
て
千
里
外
の
牢
城
に
配
す
。

も
と
誤
っ
て
按
に
作
る
〉
。
強
盗
の
罪
死
に
至
る
は
降
す
所
に
依
り
、

断
じ
吃
り
て
案
を
録
し
て
間
奏
す
(
案
、

決
し
吃
り
て
、

情
理
重
き
者
は
刺
し
て
贋
南
遠
悪
虚
に
配
し
、
情
理



軽
き
者
は
刺
し
て
二
千
里
外
に
配
す
。
並
び
に
牢
城
。

(
日
〉

一
等
の
み
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
獲
化
は
、

孝
宗
朝
に
入
り
、
乾
道
二
年

な
ど
、
南
宋
初
期
の
疏
決
は
闘
殺
の
減
等
篠
件
を
「
情
理
軽
」

三
二
ハ
六
)
六
月
の
疏
決
(
向
、
省
獄
)

詔
す
ら
く
。
大
理
寺
・
臨
安
府
井
び
に
三
街
、
及
び
新
西
の
州
燃
の
見
に
禁
ぜ
ら
る
罪
人
は
、
在
内
は
刑
部
・
御
史
蓋
の
官
に
委
ね
、
在

外
は
、
州
は
守
臣
に
委
ね
、
勝
は
逼
剣
に
委
ね
、
旧
知
親
ら
獄
に
就
い
て
引
間
せ
し
め
よ
。
如
し
大
情
己
に
正
さ
れ
れ
ば
、
内
、
闘
殺
の
情

理
軽
き
、
井
び
に
雑
犯
の
死
罪
よ
り
徒
罪
己
上
に
至
る
ま
で
は
、
各
ミ
一
等
を
減
じ
て
断
遣
し
、
杖
罪
巳
下
は
並
び
に
放
て
、
と
。

に
も
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
以
外
の
赦
降
に
お
い
て
も
同
様
の
襲
化
が
見
ら
れ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。

つ
ま
り
、
赦
降
に
お
け
る
闘
殺
の
減

等
傑
件
は
、
闘
殺
情
理
軽
重
格
頒
行
時
の
情
理
軽
・
情
理
梢
軽
の
二
等
か
ら、

ふ
た
た
び
情
理
軽
一
等
へ
と
襲
更
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
襲

化
を
反
映
し
て
格
の
規
定
が
改
め
ら
れ
た
結
果
が
闘
殺
遇
恩
情
理
軽
重
格
と
し
て
遣
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

「
闘
殺
遇
恩
情
理
軽
重
格
」
の
内
容
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本
稿
冒
頭
に
示
し
た
よ
う
に
、
闘
殺
遇
恩
情
理
軽
重
格
は
理
直

・
下
手
梢
重
と
理
由
・

下
手
軽
を
情
理
軽、

理
直

・
下
手
重
と
理
曲

・
下
手

軽梢
重

奉を
軽情
明理
重重
のと
法(規
理出定
に)し

準て
じい
てる

理
直
・
下
手
軽
と
理
曲
・
下
手
重
と
い
う
組
み
合
わ
せ
に
つ
い
て
は
規
定
が
な
い
が
、

こ
れ
は
孝
重
明

後
者
が
情
理
重
に
属
す
る
こ
と
は
自
明
の
こ
と
と
し
て
規
定
が
略
さ
れ
た
か
ら
で
あ

(

げ

)

る
。
こ
れ
ら
情
理
・
理
・
下
手
の
関
係
を
ま
と
め
る
と
、
表
2
の
よ
う
に
な
る
。

表
2

闘
殺
遇
恩
情
理
軽
重
格
に
お
け
る
情
理
・
理
・
下
手
の
関
係

前
者
が
情
理
軽
、

下

手

軽

下
手
絹
重

下

手

重

理

直

情

理

経

情

理

軽

情

理

重

695 

理

曲

情

理

軽

情

理

重

情

理

重
)
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表
3 

嗣
殺
遇
恩
情
理
軽
重
格
に
お
け
る
下
手
重

・
下
手
檎
重
の
内
容

梢下手重

下 力日

手
筈手段

重

庭徐 脇初頭

傷けを 陰隠・函咽

るの喉
慮 刃

傷をけ 字筒L 

る ，腹心、

の 万
要刃
害を
の用 斧
~ぃ
をざ 銀

撃す殴 ると の

る 自も主
類

項上

殴 に殴

撃す
至り
る

{乞る
折支以

上

及
物び

項骨

の

心腹 重昼 折扶

し

脇肋 頭て 』骨凶 手

の

陰隠 面・ 破損

庭の 咽喉
若く 足

を ・
殴曾 11 
る字L 堕胎

下
手
は
加
害
手
段
・
加
害
箇
所
・

傷
害
の
態
様
に
よ

っ
て

重

・
精
重

・
軽
の
三
等
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。

下
手
重

・
下
手
稿
重
の
内
容

t主

「
の
類
」

と
い
う
文
言
が
附
せ
ら
れ
て
い
る
と
は
い
え、

表
3
の
よ
う
な
、
き
わ
め
て
客
観
的
か
つ
明
確
な
規
定
が
な
さ
れ
て
い
る。

下

手
軽
の
内
容
は
規
定
さ
れ
て
い
な
い
が
、
こ
れ
も
奉
重
明
軽
の
法
理
に
準
じ
た
か
ら
で
あ
り
、
あ
え
て
推
定
す
れ
ば
、
加
害
手
段
は
手
足
の
み

場
合
、

そ
れ
以
外
の
箇
所
で
は
殴
っ
て
骨
折
以
上
に
至
ら
な
か
「
た
場
合
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
加
害
手
段
が
刀
で
あ
れ
ば
傷
つ
け
る

(
国
)

こ
と
が
営
然
で
あ
る
の
で
、
殴
撃
は
規
定
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
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に
限
ら
れ
、
加
害
箇
所
と
傷
害
の
態
様
は
、
要
害
の
慮
す
な
わ
ち
頭

・
面

・
咽
喉

・
智
乳

・
心
腹

・
肋
脇

・
陰
隠
の
慮
で
は
一
度
だ
け
殴
っ
た

理
は
曲

・
直
の
二
等
と
さ
れ
て
い
る
が
、
格
は
そ
の
具
睦
的
内
容
を
規
定
し
な
い
。
し
か
し
、
唐
闘
訟
律
九
傑

「諸
そ
闘
し
て
雨
つ
な
が
ら

相
い
巌
傷
す
れ
ば
、
各
ミ
軽
重
に
随
い
、
雨
つ
な
が
ら
論
ず
る
こ
と
律
の
如
し
。
後
に
下
手
し
て
理
直
た
れ
ば
、
二
等
を
滅
ず
〔
死
に
至
れ
ば

減
ぜ
ず
〕
」
お
よ
び
同
僚
疏
議
「
後
に
下
手
し
て
理
直
た
れ
ば
、

二
等
を
減
ず
と
は
、

伝
え
ば
甲
、

乙
を
殴
り
て
傷
け
ざ
れ
ば
、

合
に
筈
四
十

た
る
べ
し
。

乙
、
甲
を
犯
さ
ず
、
無
事
に
し
て
打
た
れ
、
遂
に
桓
み
て
之
を
殴
れ
ば
、

乙
、
是
れ
理
直
た
り
。
本
殴
の
罪
よ
り
二
等
を
減
じ
、

合
に
富
二
十
た
る
べ
し
。

乙
、
若
し
殴
に
因
り
て
甲
を
殺
せ
ば
、
本
罪
は
縦
え
死
に
至
ら
ざ
る
も
、
印
ち
合
に
滅
.す
べ
か
ら
ず
。

放
に
注
に
云

理
直
と
は
、
殴
打
さ
れ
る
べ
き
理
由
が
な
い
の
に
殴
打
さ
れ
た
た
め
、
こ
れ
に
抵
抗
し
て
封
手

ぅ
、
死
に
至
れ
ば
滅
ぜ
ず
、
と
」
に
よ
れ
ば
、

を
殴
打
し
た
場
合
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
封
手
か
ら
の
自
己
へ
の
攻
撃
に
封
す
る
反
撃
と
し
て
封
手
を
攻
撃
し
た
場
合
が
理
直
で
あ



り
、
理
曲
は
そ
れ
と
反
封
に
、
自
ら
先
に
劉
手
を
攻
撃
し
た
場
合
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
唐
律
で
は
理
直
で
あ
っ
て
も
封
手
を
殺
害
す
れ
ば
減

等
は
適
用
さ
れ
な
い
が
、
闘
殺
遇
思
情
理
軽
重
格
で
は
理
直
で
あ
れ
ば
下
手
重
で
な
い
限
り
、
理
由
で
あ

っ
て
も
下
手
軽
で
あ
れ
ば
情
理
軽
と

さ
れ
て
赦
降
上
の
減
等
の
劃
象
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

『
逼
考
』
巻
一
七
三
、

刑
考
二
一
、

赦
宥
、

政
和
五
年
三
二
五
)
の
夏
鰭
の
言
は、

闘
殺
死
刑
案
件
の
情
理
可
欄
奏
裁
と
赦
降
上
の
情

理
軽
減
等
と
の
抵
燭
を
問
題
と
す
る
。

知
輿
仁
府
夏
鰭
言
え
ら
く
。
諸
路
の
奏
獄
、
祖
父
母
(父
母
〉

の
人
の
殴
る
所
と
震
る
に
因
り
て
、
子
孫
之
を
殴
り
、
以
て
死
に
致
す
者

あ
れ
ば
、
並
び
に
情
理
可
欄
に
坐
し
て
奏
裁
し
、
流
配
を
克
ぜ
ら
る
る
こ
と
多
し
。
若
し
赦
に
遇
え
ば
、
則
ち
復
び
は
奏
裁
せ
ず
。
即
ち

闘
殺
情
理
と
作
し
、
等
を
減
じ
て
流
配
せ
ら
る
。
是
れ
赦
に
遇
わ
ざ
る
者
は
幸
た
り
て
、
赦
に
遇
う
者
は
不
幸
た
り
。
請
う
ら
く
は
、
今

よ
り
赦
に
遇
う
と
難
も
、
ま
た
奏
裁
せ
し
め
ん
こ
と
を
、
と
。
之
に
従
う
。

租
父
母
父
母
が
殴
撃
さ
れ
、
こ
れ
に
反
撃
し
て
射
手
を
殴
り
死
亡
さ
せ
た
場
合
、
通
常
は
情
理
可
関
と
し
て
奏
裁
の
封
象
と
な
り
、
赦
降
が
下

さ
れ
る
と
情
理
軽
と
し
て
滅
等
の
劉
象
と
な
る
。
と
こ
ろ
が
奏
裁
の
場
合
に
は
多
く
配
軍
は
附
加
さ
れ
な
い
が
、
赦
降
に
よ
る
減
等
の
場
合
は

赦
降
の
規
定
に
従
い
配
軍
が
附
加
さ
れ
、
し
か
も
赦
降
が
適
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
改
め
て
奏
裁
も
行
わ
れ
な
い
。
そ
の
結
果
、
赦
降
を
遁
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用
さ
れ
た
ほ
う
が
受
刑
者
に
は
不
利
盆
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ

の
よ
う
に
指
摘
し
た
夏
鰭
は
、
赦
降
が
適
用
さ
れ
た
と
き
に
も
、
か
よ
う
な
場

合
に
は
奏
裁
を
行
わ
せ
る
こ
と
を
提
言
し
、
裁
可
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
祖
父
母
父
母
へ

の
殴
打
に
劃
す
る
反
撃
行
篤
が
情
理
可
欄
に
嘗

た
り
、
な
お
か
つ
赦
降
上
の
情
理
軽
に
も
一該
嘗
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
行
潟
が
哲
宗
朝
以
前
の
赦
降
上
の
情
理
可
聞
に
一一該
嘗
し
た

こ
と
も
、
ま
ず
疑
い
は
な
い
。
赦
降
に
お
け
る
闘
殺
の
奏
裁
減
等
の
僚
件
が
情
理
可
欄
か
ら
情
理
軽
に
襲
化
し
た
と
き
、
情
理
可
関
と
い
う
主

観
的
な
篠
件
は
理
直
と
い
う
か
た
ち
で
纏
承
さ
れ
、
こ
れ
に
下
手
と
い
う
客
観
的
な
篠
件
が
加
え
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
ま
で
は
情
理

可
偶
と
剣
断
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
祖
父
母
父
母
へ
の
殴
撃
に
劃
す
る
反
撃
行
痛
は
、
新
た
な
傑
件
の
な
か
で
は
理
直
と
評
債
さ
れ
た
に

違

い
な

い
。
唐
闘
訟
律
三
四
篠
「
諸
そ
祖
父
母
父
母
、
人
の
殴
撃
す
る
所
と
な
り
て
、

子
孫
即
ち
に
之
を
殴
撃
し
、

697 

折
傷
す
る
に
非
ざ
れ
ば
、

論
ぜ
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ず
。
折
傷
す
れ
ば
、
凡
闘
折
傷
よ
り
三
等
を
減
ず
。
死
に
至
れ
ば
、
常
律
に
依
る
」
で
は
、
祖
父
母
父
母
へ
の
殴
撃
へ
の
即
時
の
反
撃
で
あ
っ

て
も
、
劉
手
を
殺
害
す
れ
ば
滅
等
は
輿
え
ら
れ
な
い
。

し
か
し
、

宋
代
で
は
理
直
と
し
て
、
下
手
重
で
な
い
限
り
赦
降
上
の
滅
等
の
封
象
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、

『
係
法
事
類
』

巻
七
三
、

刑
獄
門
三、

決
遣
の
慶
元
断
獄
申
明
で
あ
る
乾
道
七
年
(
一一

七一

〉
六
月
二
七
回
数
所

引
の
曇
授
の
笥
子
も
、
夏
鰭
の
言
と
同
様
の
指
摘
と
提
案
を
行

っ
て
い
る
。

敷
令
所
献
す
ら
く
。
刑
部
の
申
せ
る
、
大
理
一
評
事
長
授
の
笥
子
。
比
来
州
軍
、
情
重
法
軽
を
以
て
具
聞
す
る
こ
と
多
け
れ
ど
も
、
未
だ
情

軽
法
重
と
作
し
て
奏
裁
す
る
を
聞
か
ず
。
謂
う
に
、
闘
殺
の
死
に
至
る
の
如
き
は
、
内
、
人
に
先
に
田
苗
を
侵
損
せ
ら
る
る
に
因
り
(
図
、

も
と
誤
っ
て
困
に
作
る
〉
、
及
び
欠
負
を
理
索
す
る
に
因
り

及
び
人
に
先
に
傘
長
を
犯
さ
る
る
こ

と
あ
り
。
如
し
此
等
の
類
、
恩
に
一該
た
ら
ざ
れ
ば
、
皆
な
救
断
を
蒙
り
、
貸
命
し
て
脊
に
決
し
て
伍
伯
里
或
は
参
伯
里
よ
り
那
州
に
至
る

ま
で
に
配
せ
ら
る
る
も
、
次
を
以
て
編
管
に
止
む
の
例
あ
り
。
若
し
赦
降
の
「
闘
殺
の
罪
死
に
至
り
、

情
理
軽
き
者
は
萱
等
を
減
じ
、
刺

し
て
肝
里
外
の
牢
城
に
配
す
」
と
稽
す
る
に
遇
え
ば
、
官
司
は
佐
佐
に
し
て
更
に
具
奏
せ
ず
、
並
び
に
赦
降
に
依
り
て
断
じ
て
肝
里
に
配

し
、
遇
恩
を
し
て
不
遇
恩
に
比
し
て
反
て
重
刑
を
得
さ
し
め
る
を
致
す
。
今
後
恩
に
遇
え
る
此
の
似
き
の
色
、
及
び
庭
そ
罪
を
犯
し
情
軽

井
び
に
人
に
膏
ら
れ
て
父
母
に
及
び
、
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法
重
の
人
あ
れ
ば
、
並
び
に
僚
に
依
り
て
奏
裁
せ
ん
こ
と
を
、
と
。
本
所
看
詳
す
ら
く
、
刑
部
の
申
せ
る
所
の
事
理
に
依
り
、
伺
お
各
路

の
提
刑
司
を
し
て
常
切
に
遵
守
究
察
施
行
せ
し
め
ん
と
欲
す
、

と
。
聖
旨
を
奉
ず
、
依
れ
、
と

こ
こ
で
問
題
と
さ
れ
て
い
る
行
震
は
、
農
地
・
農
作
物
の
侵
害
者
や
債
務
者
に
父
母
を
罵
ら
れ
た
場
合
、
あ
る
い
は
億
長
を
加
害
さ
れ
た
場
合

の
反
撃
に
よ
る
闘
殺
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
反
撃
の
原
因
と
な
る
侵
害
者

・
債
務
者
の
行
爵
は
、

父
母
の
場
合
に
は
殴
撃
だ
け
で
な
く
罵

晋
も
含
む
こ
と
に
な
り
、

ま
た
殴
撃
の
場
合
そ
の
封
象
は
祖
父
母
父
母
だ
け
で
な
く
傘
長
に
ま
で
旗
大
さ
れ
て
い
る
。

(
四
)

理
軽
重
格
の
理
直
は
、
唐
闘
訟
律
九
僚
と
そ
の
疏
議
の
言
う
理
直
よ
り
も
康
い
内
容
を
託
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り
、
闘
殺
遇
恩
情

と
こ
ろ
で
、

『
要
録
』
巻
一

O
六
、
紹
興
六
年
(
一
二
三
ハ)

一一

月
丁
卯
会
百
)
の
秋
自
求
の
言

左
司
郎
中
秋
自
求
言
え
ら
く
。
人
を
殺
す
者
は
死
す
と
は
、
古
今
不
易
の
典
な
り
。
吏
縁
り
て
姦
を
魚
し
、
時
好
に
迎
合
し
、

賞
典
を
希



親
し
、
情
寅
を
以
て
せ
ず
し
て
例
に
可
閣
と
奏
し
、
有
に
壷
く
原
貸
せ
ら
る
。
生
者
は
即
ち
幸
た
る
も
、
死
者
の
寛
抑
は
奈
何
に
せ
ん。

願
わ
く
は
監
司
州
郡
に
、
今
後
可
欄
の
理
を
詳
究
す
る
こ
と
を
詔
せ
ら
れ
ん
こ
と
を
。
謂
う
に
、
人
を
傷
け
る
も
躍
に
死
に
致
す
べ
か
ら

ざ
る
に
、
偶
ミ
に
し
て
死
に
致
す
所
以
の
者
に
し
て
、
方
め
て
可
欄
と
震
す
。
若
し
闘
争
盟
国
百
に
因
て
、
復
た
棒
刀
手
足
等
を
用
て
人
を

殺
し
て
死
に
致
す
こ
と
あ
れ
ば
、
則
ち
相
犯
に
各
ミ
軽
重
あ
り
。
向
お
何
の
情
の
可
欄
た
ら
ん
や
。
:
:
:
庶
幾
く
は
官
吏
の
希
観
の
望
を

絶
ち
、
死
者
・
生
者
を
し
て
均
し
く
聖
朝
卒
允
の
揮
に
被
ら
せ
し
め
ん
こ
と
を
、
と。

刑
部
に
詔
す
ら
く
、
看
詳
し
て
省
に
申
せ
、
と。

は
、
情
理
可
偶
概
念
の
不
嘗
な
撮
大
を
指
摘
し
、
車
な
る
闘
争
や
罵
晋
に
封
す
る
反
撃
に
よ
る
闘
殺
さ
え
も
が
情
理
可
聞
と
さ
れ
て
い
る
と
す

る
。
さ
ら
に
、
同
書
巻
一
七
二
、
紹
興
二
六
年
〈
二
五
六
)
四
月
戊
氏
つ
一
七
日
)
の
凌
哲
の
言

右
正
言
凌
哲
言
え
ら
く
。
・
:
・
臣
ま
た
契
勘
す
ら
く
、
大
鮮
の
犯
す
所
、
未
だ
財
気
闘
晋
に
因
ら
ず
し
て
死
に
致
す
者
あ
ら
ず
。
今
有
司

は
、
但
だ
先
に
骨
て
人
に
一
句
を
晋
ら
れ
、
人
に
一
拳
を
打
た
れ
た
る
を
以
て
、
便
ち
以
て
可
聞
と
篤
し
て
奏
裁
す
。
此
の
如
け
れ
ば
則

ち
故
殺
・
闘
殺
の
傑
令
、
皆
な
麿
す
ベ
し
。
恵
姦
長
悪
、
此
よ
り
大
な
る
は
な
し
。
伏
し
て
望
む
ら
く
は
、
聖
慈
も
て
詳
酌
施
行
せ
ら
れ

ん
こ
と
を
、
と
。
之
に
従
う
。
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一
句
の
罵
晋
、
一

拳
の
殴
打
に
劃
す
る
反
撃
に
よ
る
闘
殺
さ
え
も
が
情
理
可
欄
と
し
て
奏
裁
さ
れ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は

情
理
可
慣
の
範
圏
を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
る
が
、
赦
降
上
の
理
直
の
内
容
を
め
ぐ
っ
て
も
、
同
様
の
問
題
が
生
じ
て
い
た
こ
と
は
疑
い
が
な
い
。

そ
れ
は
常
に
概
念
の
怒
一
意
的
な
擦
大
と
い
う
危
険
を
苧
ん
で
い
た
。
な
ぜ
な
ら
、
理
直
も
情
理
可
欄
と
同
様
に
、
畢
寛
個
別
具
瞳
的
か
つ
主
観

的
に
し
か
剣
断
で
き
な
い
篠
件
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

も

お

わ

り

tこ

闘
殺
遁
恩
情
理
軽
重
格
は
、
闘
殺
の
一
部
を
滅
降
の
劃
象
と
す
る
赦
降
の
一
般
化
を
背
景
に
、
そ
の
劃
象
の
明
確
化
を
目
的
と
し
て
制
定
さ

699 

れ
た
闘
殺
情
理
軽
重
格
を
縫
承
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
、
下
手
と
い
う
客
観
的
な
面
に
つ
い
て
は
き
わ
め
て
詳
細
か
つ
具
瞳
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的
な
規
定
を
有
し
た
が
、

理
と
い
う
主
観
的
な
面
に
つ
い
て
は
具
瞳
的
な
規
定
を
置
く
こ
と
は
で
き
な
か
ア
た
。
こ
の
鮎
で
、
赦
降
に
お
け
る

し
か
し
、
宋
代
の
赦
降
と
こ
の
格
と
に

嗣
殺
案
件
の
減
等
の
傑
件
は
、
死
刑
案
件
の
奏
裁
の
傑
件
と
共
通
の
問
題
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

具
現
さ
れ
た
、
紹
針
的
法
定
刑
主
義
の
赦
降
に
よ
る
修
正
と
い
う
試
み
は
、
決
し
て
無
意
味
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
経
験
は
、

た
と

(
初
)

え
ば
清
代
に
お
け
る
防
衛
行
掲
の
評
債
に
活
か
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
本
稿
に
封
し
て
、
さ
ら
に
通
史
的
な
覗
貼
か
ら
の
再
検
討
が

必
要
と
さ
れ
る
所
以
の
ひ
と
つ
で
あ
る
が
、
今
後
の
課
題
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

〔
九
例
〕
本
稿
で
は
、
『
慶
元
篠
法
事
類
』
を

『僚
法
事
類
』
、
『
文
献
通
考
』

を
『
通
考
』
、

『宋
曾
要
輯
稿
』
を

『宋
曾
要
』
、
『
宋
大
詔
令
集』

を

『
詔
令
集
』
、
『綾
資
治
通
鑑
長
編
』
を

『長
編
』
、
『
建
炎
以
来
繋
年
要

録
』
を

『要
録
』
、
沈
家
一
本
『
歴
代
刑
法
考
』
(
郵
経
元

・
耕
字
鶏
黙
校

『
歴
代
刑
法
考
附
寄
彩
文
存
』
中
華
番
局
、一

九
八
五
年
一
二
月
に

よ
る
〉
を

『刑
法
考
』
と
略
構
す
る
。
引
用
文
中
の
〔
〕
内
は
原

註
、
(
)
内
は
筆
者
註
を
示
す
。

註
(
1

)

た
だ
し
、
唐
闘
訟
律
五
僚
註
「
人
に
兵
刃
を
以
て
己
に
逼
ら
れ
、
因

て
兵
刃
を
用
て
拒
み
て
傷
殺
す
れ
ば
、
闘
法
に
依
る
」
に
よ
れ
ば
、

兵

刀
に
よ
る
攻
撃
へ
の
反
撃
で
あ
れ
ば
、
丘
ハ
刃
を
使
用
し
て
も
嗣
殺
と
さ

れ
て
絞
が
適
用
さ
れ
る
。

(

2

)

宋
代
の
赦
降
に
関
し
て
は
、

『
刑
法
考
』

二
崩
六
二
八

三
七
、
六

五
九
l
六
六
、
六
七
三
|
四
、
七
二
六
!
三
六
、
七
四
九
五

O
頁、

切
円
一
言
明
・
豆
長
三

mF
叫

d
t
oE
RG
ミ

ミ
司
ミ
・
入
山
書
記
ミ
E

b

治
札
叫
ヨ
、
ぬ
れ
快
足
。
ョ
に
の
と
お
awh
mw
b
h
h
h帆

n
p
.同

，

yo
C
E〈
め
『
包
門
可
句
耳
目
印

。
『
民
ω
耳
目
F

H由
∞

-H
・・司司・斗
ω
1由
ω・…ト
RHE
晶
、=

比

O

w

・人
2
・
3
句
史
ミ
同

(up
s
-
の白
B
Z
E問。

c・]ν
・-
E由
N
・・
3
・

ιais-
な
ど
を
参
照
。

(

3

)

『刑
法
考
』
二
朋
六
二
八
|
三
七
頁。

「徳
音
」
に
は
「
徳
一音と
言

わ
ざ
れ
ど
も
是
れ
徳
音
た
る
者
」
も
含
む
。

(
4
〉
疏
決
は
録
囚

・
慮
囚
と
も
言
わ
れ
る
。
宋
代
で
は
、
長
期
に
わ
た
る

繋
囚
を
解
消
す
る
た
め
、

皇
脅
自
身
の
命
に
よ
る
簡
便
な
手
績
に
よ
り

繋
囚
に

一
定
の
滅
緯
を
輿
え
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
首
都
だ
け
で
な
く

地
方
に
も
官
僚
を
滅
遺
し
て
質
施
さ
れ
、
滅
降
の
内
容
も
あ
ら
か
じ
め

規
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
、
質
質
的
に
赦
降
と
同
質
化
し
た。

疏
決

に
つ
い
て
は
、
『
刑
法
考
』
二
加
七
九
一

l
八
O
五
頁
、
島
善
高
「
唐

代
慮
囚
考
L

(

瀧
川
博
士
米
書
記
念
禽
編
『
瀧
川
政
次
郎
博
士
米
蕎
記

念
論
集
律
令
制
の
諸
問
題
』
汲
古
書
院、

一
九
八
四
年
五
月
)
な
ど

を
参
照
。

(
5
〉
す
で
に
唐
律
は
、
名
例
律
一
八
篠

「諸
そ
十
悪

・
故
殺
人

・
反
逆
縁

坐
を
犯
し
、
獄
成
れ
ば
、

赦
に
禽
う
と
雌
も
、
猶
お
除
名
。
即
し
監
臨

主
守
、
監
守
す
る
所
の
内
に
於
て
姦

・
盗

・
略
人
を
犯
し
、

若
く
は
財

を
受
け
て
在
法
す
れ
ば
、
ま
た
除
名
。
獄
成
り
て
赦
に
曾
え
ば
、
菟
所
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居
官
」
、
賊
盗
律
一
五
僚
「
諸
そ
盛
毒
を
迄
畜
し
、
及
び
敬
令
す
れ
ば
、

絞
。
:
:
:
造
畜
す
れ
ば
、
赦
に
曾
う
と
錐
も
、
弁
び
に
同
居
の
家
ロ
及

び
数
令
人
は
、
ま
た
流
三
千
里
」
、
断
獄
律
一
一
一
候
「
諸
そ
恩
赦
あ
る

を
関
知
し
て
故
ら
に
犯
し
、
及
び
悪
逆
を
犯
し
、
若
く
は
部
曲
・
奴

縛
、
主
を
殴
り
、
及
び
謀
殺
し
、
若
く
は
強
姦
す
れ
ば
、
皆
な
赦
を
以

て
原
す
を
得
ず
。
即
し
小
功
の
傘
属
・
従
父
・
兄
姉
を
殺
し
、
及
び
謀

反
・
大
逆
は
、
身
は
赦
に
禽
う
と
錐
も
、
猶
お
流
二
千
里
」
な
ど
、
赦

の
適
用
が
除
外
さ
れ
、
あ
る
い
は
全
菟
の
得
ら
れ
な
い
犯
罪
に
関
す
る

規
定
を
設
け
て
い
た
。
宋
代
で
は
「
赦
降
を
以
て
原
減
せ
ず
」
と
規
定

さ
れ
る
こ
の
種
の
犯
罪
は
増
加
傾
向
に
あ
っ
た
。
こ
れ
に
関
す
る
由
民
元

名
例
殺
の
一
篠
文
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
に
、
者
金
口
内
『
巴
n
r
r
o
g
-

-
w

切
冊
目
向
円

r
z
E
m
m
H
M
E
r
R
2ロ
】
悶
昂

D
F
n
Z
白
ヨ
ロ
向
田
丹
昂
円

E
B
〈
R
σ
5
・

nymロ
=
=
ω
E
D
m
-
m
m
n
y昨
日
君

g巾
Ht.-Oコ
ミ
句
柄
拘
h
門
守
町
若
宮
崎
・
]
白
}
民
間
白
口
問

∞-
z
o
p
N
.
呂
田
了

ωω
・同町田

1Ha-
-かあ
る
。

(
6
〉
劫
殺
は
宋
代
の
赦
降
に
し
ば
し
ば
あ
ら
わ
れ
る
文
言
で
あ
る
が
、

そ

の
内
容
は
不
明
確
で
あ
る
。
こ
の
語
を
「
中
園
近
世
の
法
制
と
祉
曾
」

研
究
班
「
「
宋
史
刑
法
士
山
」
誇
注
稿
」
上
(『東
方
祭
報
』
京
都
六

四

期
、
一
九
九
二
年
三
月
)
三
八

O
頁
註
(
3
〉
は
「
劫
囚
殺
人
か
」
と
す

る
が
、
狭
小
に
す
ぎ
る
。
上
海
社
禽
科
皐
院
政
治
法
律
研
究
所
編
『
宋

史
刑
法
志
注
樟
』
正
集
(
群
衆
出
版
社
、
一
九
七
九
年
七
月
)
八

一
頁

註
(

U

)

の
可
劫
盗
殺
人
」
、
佐
伯
富
「
宋
代
に
お
け
る
牢
城
寧
に
つ
い

て
」
(
劉
子
健
博
士
煩
義
紀
念
宋
史
研
究
論
集
刊
行
曾
編
『
劉
子
健
博

士
煩
誇
紀
念
宋
史
研
究
論
集
』
同
朋
舎
出
版
、
一
九
八
九
年
九
月
)
一

一

七
一
頁
の
「
財
を
取
ら
ん
と
し
て
殺
す
」
の
よ
う
に
、
強
盗
殺
人
に
近

い
概
念
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

〈

7
)

唐
嗣
訟
律
五
篠
疏
議
「
醐
殴
す
る
者
に
は
、
元
と
殺
心
な
し
。
相
い

嗣
町
駅
す
る
に
因
て
人
を
殺
せ
ば
、
絞
。
刃
を
以
て
し
、
及
び
故
ら
に
人

を
殺
せ
ば
と
は
、
謂
う
こ
こ
ろ
、
嗣
う
に
刃
を
用
い
れ
ば
、
即
ち
害
心

あ
り
、
及
び
闘
争
に
因
る
に
非
ず
、
事
な
く
し
て
殺
す
、
是
れ
故
殺
と

名
づ
く
。
各
ミ
合
に
斬
罪
た
る
べ
し
」
。

(

8

)

至
道
元
年
四
月
一
九
日
の
疏
決
は
、

『長
編
』
港
三
七
、
太
宗
で
は

「十
慈
、
劫
殺

・
故
殺

・
闘
殺
、
官
典
の
臓
を
犯
し
、
及
び
官
物
を
損

敗
す
る
を
除
く
の
外
」
と
し
て
嗣
殺
へ

の
適
用
除
外
が
記
さ
れ
て
い
る

が、

『詔
令
集
』
巻
一
一
一
五
、
政
事
六
八
、
恩
宥
上
、
遺
官
決
獄
滅
降

一
等
詔
で
は
「
十
悪
、
劫
殺
・
謀
殺
・
故
殺
、
官
奥
の
臓
を
犯
し
、
及

び
官
物
を
損
敗
し
て
徴
督
を
行
わ
る
は
赦
せ
ざ
る
を
除
く
の
外
」
と
し

て
嗣
殺
は
遁
用
除
外
と
さ
れ
て
い
な
い
。
成
卒
三
年
一

O
月一

一一
一一日

の
疏
決
も
、
問
書
巻
一
一
一
八
、
政
事
七

て

卒
鋭
、
卒
王
均
川
峡
路
徳

一
音
で
は
「
十
悪
、
故
殺
・
劫
殺
し
て
並
び
に
己
に
人
を
殺
す
を
震
し
、

官
典
の
狂
法
賊
を
犯
す
は
赦
せ
ざ
る
の
外
」
と
し
て
嗣
殺
の
遁
用
除
外

が
記
さ
れ
て
い
な
い
な
ど
、
史
料
に
よ
り
異
な
る
場
合
が
あ
る
。

(

9

)

醐
殺
の
全
面
的
適
用
除
外
を
定
め
た
赦
降
は
、
慶
暦
八
年
(
一
O
凶

八
)
閏
正
月
甲
辰
(
五
日
〉
の
王
則
卒
曲
赦
河
北
制
(
『
詔
令
集
』
巻

二
一
八
、
政
事
七
て
卒
凱
)
「
河
北
の
諸
州
軍
に
幽
赦
す
ベ
し
。
慶

麻
八
年
間
正
月
五
日
味
爽
よ
り
以
前
に
見
に
禁
ぜ
ら
る
人
は
、
貝
州
の

妖
賊
王
則
の
一
行
の
、
廊
崎
干
る
徒
黛
、
及
び
城
に
在
り
て
守
を
失
し
、

或
は
節
を
屈
し
て
賊
に
順
い
し
官
吏
等
に
係
り
、
弁
び
に
十
悪
を
犯

し
、
効
殺
(
劫
、
も
と
誤
っ
て
訪
に
作
る
〉

・
闘
殺
し
て
並
び
に
己
に

人
を
殺
す
者
、
放
火
、
符
印
を
僑
迭
し
、
官
典
の
正
入
己
賊
を
犯
す
は

赦
せ
ざ
る
を
除
く
の
外
、
其
の
絵
の
雑
犯
の
罪
人
は
、
罪
の
軽
重
と
な
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く
、
成
な
之
を
赦
除
せ
よ
」
、
紹
聖
四
年
(
一

O
九
七
)
九
月
五
日
の

馨
星
見
大
赦
天
下
制
(
同
書
巻

一
五
五
、
政
事
八
、
徹
災
五
〉
「
天
下

に
大
赦
す
ベ
し
。
屈
服
そ
紹
聖
(
紹
、
も
と
誤
っ
て
詔
に
作
る
)
四
年
九

月
五
日
昧
爽
以
前
の
罪
人
は
、
劫
殺

・
謀
殺

・
故
殺
・
嗣
殺
を
犯
し
て

並
び
に
己
に
人
を
殺
す
を
信
用
す
者
、
弁
び
に
十
悪
、
符
印
を
僑
造
し
、

放
火
等
の
罪
は
、
並
び
に
赦
せ
ざ
る
を
除
く
の
外
、
其
の
徐
の
罪
は
、

軽
重
、

己
に
究
察
す
る
と
未
だ
究
察
せ
ざ
る
と
、
己

に
結
正
す
る
と

未
だ
結
正
せ
ざ
る
と
な
く
、
威
な
之
を
赦
除
せ
よ
」
な
ど
、

少
数
な
が

ら
、
哲
宗
朝
に
至
る
ま
で
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

(
叩
)
宋
代
の
死
刑
奏
裁
に
つ
い
て
は
、
拙
稿

「
宋
代
死
刑
奏
裁
考
」
〈
『東

洋
文
化
研
究
所
紀
要
』

一
二
四
畑
、
一

九
九
四
年
三
月
)
を
参
照
。

(
日
〉
た
だ
し
、
「
闘
殺
情
軽
」
と
い
う
表
現
は
、
す
で
に
至
和
三
年
(
一

O
五
六
)
正
月
八
日
の
詔
(
『
宋
禽
要
』
一
六
九
加
、
刑
法
五
、
省
獄
)

「
開
封
府
畿
内
及
び
輔
近
郡
の
繋
せ
る
雑
犯
死
罪
以
下
は
遁
ミ
一
等
を

降
し
、
杖
己
下
は
之
を
醐
押
せ
。
嗣
殺
の
情
軽
き
者
は
、
の
お
奏
裁
を
聴

せ
」
な
ど
に
見
え
て
い
る
。

(
ロ
)
宋
代
の
断
例
に
つ
い
て
は
、
郭
東
旭
「
論
宋
代
法
律
中
。
例
。
的
一夜

展
」
(
郵
庚
銘
・
漆
侠
主
編
『
中
日
宋
史
研
討
曾
中
方
論
文
選
編
』
河

北
大
四
年
出
版
社
、
一
九
九
一

年
五
月
)
、
拙
稿

「
宋
代
断
例
考
」

(
『東

洋
文
化
研
究
所
紀
要
』

一
一
一
六
街
、

一
九
九
五
年
一
月
)
を
参
照
さ
れ

た
い
。

(
日
〉
明
堂
・
南
郊
の
大
躍
の
行
わ
れ
る
年
に
は
、
こ
れ
を
輸
血
告
す
る
御
札

と
、
そ
の
御
札
が
下
さ
れ
て
か
ら
大
雄
赦
の
渡
せ
ら
れ
る
ま
で
の
期
聞

に
愛
生
し
た
一
定
の
犯
罪
〈
強
盗
、
殺
人
な
ど
)
に
つ
い
て
は
大
雄
赦

を
適
用
し
な
い
と
す
る
約
束
が
愛
せ
ら
れ
る
の
が
通
例
と
な
っ

て
い

た
。
元
結
元
年
で
は
、
前
者
は
同
年
三
月
葵
酉
(
一
六
日
〉
の
詔
(『長

編
』
巻
三
七
二
、
哲
宗
)
「
季
秋
揮
日
を
以
て
、
事
を
明
堂
に
有
さ
ん
」

で
あ
る
が
、
後
者
は
確
認
で
き
な
か

っ
た
。

(

H

)

照
寧
六
年

(一

O
七一一一)

一
O
月
丁
酉
(
二
八
日
〉
の
「
中
書
に
詔

す
ら
く
、

今
よ
り
命
官
の
過
犯
、
及
び
編
配
人
の
犯
す
所
の
情
理
は
、

軽

・
重

・
衣
軽

・
衣
重
の
四
等
の
刑
名
に
分
ち
、
著
し
て
定
例
と
魚

せ、

と
」
(『長
編
』
巻
二
四
七
、
一
柳
宗
)
や、

淳
照
一
四
年
(
一
一
八

七〉

八
月
臣
僚
言
所
引
の
政
和
編
配
格
が
編
配
人
の
情
理
を
「
情
重

・

絢
重

・
情
軽

・
檎
軽
の
四
等
の
色
目
」
に
、
同
じ
臣
僚
言
が
提
案
し
た

編
配
格
も
「
配
法
を
犯
す
人
」
の
情
理
を
情
重

・
補
重
・
精
軽

・
最
軽

の
四
等
に
分
け
て
い
る
こ
と

(『通
考
』
巻

一
六
八
、
刑
考
七
、
徒
流
〉

な
ど
か
ら
考
え
る
と
、
闘
殺
情
理
軽
重
格
も
闘
殺
の
情
理
を
四
等
に
分

類
し
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
。

(
日
)
相
嘗
に
簡
略
化
さ
れ
た
記
事
で
は
あ
る
が
、
紹
輿
三
年
(
一

一
一一一
一一一)

六
月
庚
寅

(七
日
〉
の
徳
一孟一回
(『要
録』

巻
六
六
〉
「
川
侠
の
闘
殺
の
情

軽
き
死
罪
囚
を
降
し
、
流
己
下
を
四
押
す」
、
紹
興
七
年
〈

一
一
三
七
)

正
月
己
丑
(
二
七
日
)
の
手
詔
(
同
書
巻

一
O
八
)

「諸
路
の
流
罪
以

下
の
囚
の

一
等
を
降
し
、
内
、
岡
殺
の
情
軽
き
者
は
降
配
し
、
杖
以
下

を
四
揮
す
」
、
同
年
三
月
笑
酉
(
一
一
日
)
の
手
詔
(
同
書
巻

一
O
九
)

「建
康
府
の
流
罪
己
下
の
囚
及
び
闘
殺
の
情
軽
き
者
を
降
し
、
杖
己
下

を
回
押
す
」
な
ど
で
も
、
闘
殺
の
減
等
の
篠
件
は
同
じ
で
あ
る
。

(
叩
山
)
唐
名
例
律
五
O
係
「
諸
そ
罪
を
断
じ
て
正
俊
な
く
、

其
れ
態
に
罪
を

出
す
ベ
け
れ
ば
、
則
ち
重
き
を
翠
げ
て
以
て
軽
き
を
明
か
に
す
。
其
れ

穫
に
罪
を
入
る
ベ
け
れ
ば
、
則
ち
軽
き
を
翠
げ
て
以
て
重
き
を
明
か
に

す
」。
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げ
〉
廟
殺
情
理
軽
重
格
の
情
理
が
麓
・
輸
相
経

・
重
の
三
等
か
ら
な
り
、

理
・
下
手
の
区
分
が
闘
殺
遇
恩
情
理
軽
重
格
と
同
じ
で
あ
っ
た
と
俵
定

し
、
そ
こ
に
お
け
る
情
理
・
理
・
下
手
の
関
係
を
推
定
す
る
と
、
表
4

の
よ
う
に
な
る
。

|曲 |喜

情|情 |下 I!建

時lilii
情|情 |下 I6~~ 

1:1君!引 2重|軽 |重 |

表
4 

一
情

理

重

一
情

理

重

下

手

重

(叩
日
)
唐
闘
訟
律
一
候
註

「血
を
見
る
を
傷
と
震
す
。
手
足
に
非
ざ
る
者
、

其
の
徐
は
皆
な
他
物
と
信
用
す
。

卸
し
兵
、
刀
を
用
い
ざ
れ
ば
、

ま
た
是

た
り
」
に
よ
れ
ば
、
傷
つ
け
る
と
は
出
血
せ
し
め
る
こ
と
で
あ
り
、
加

害
手
段
が
兵
刃
で
あ
っ
て
も
刃
以
外
の
部
分
を
使
用
し
た
場
合
に
は
他

物
と
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
闘
殺
遇
恩
情
理
軽
重
格
の
下
手
重
に

703 

「
斧
鎮
の
類
を
以
て
、
万
刀
を
用
い
ざ
る
と
雄
も
、
上
項
の
要
書
の
庭

を
殴
撃
し
」

と
あ
る
の
は
、
本
来
は
他
物
で
あ
る
も
の
を
刃
と
み
な
す

た
め
の
規
定
で
あ
る
。

(川口〉

唐
捕
亡
律
二
燦
「
諸
そ
罪
人
を
捕
え
て
、
罪
人
伎
を
持
し
て
担
揮

す
。
其
れ
捕
者
之
を
格
殺
し
、
及
び
走
逐
し
て
殺
し
、
若
く
は
迫
自
活
し

て
自
殺
せ
し
め
れ
ば
、
皆
な
論
ぜ
ず
。
聞
し
空
手
に
て
担
揮
す
る
に
殺

せ
ば
、
徒
二
年
。
己
に
拘
執
に
就
き
、
及
び
担
揮
せ
ざ
る
に
殺
し
、
或

は
之
を
折
傷
す
れ
ば
、
各
ミ
闘
殺
傷
を
以
て
論
ず
。
刀
を
用
い
れ
ば
、

故
殺
傷
の
法
に
従
う
」
の
第
三
項
に
一該
嘗
す
る
場
合
も
、
理
直
と
さ
れ

た
可
能
性
が
あ
る
。

〈
初
)

清
代
の
防
衛
行
震
に
つ
い
て
は
、
中
村
正
人
「
清
代
刑
法
に
お
け
る

正
賞
防
衛
」
(
『
法
皐
論
叢
」

一
二
七
巻

一
、
三
続
、
一
九
九

O
年
四
、

六
月
〉
を
参
照
。
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〔
附
記
〕
本
稿
の
作
成
に
あ
た
り
、

金
津
大
準
法
皐
部
助
教
授

・
中
村
正
人

氏
の
ご
数
示
を
得
た
。
厚
く
謝
意
を
表
す
る
。



　

Ａ STUDY OF THE REGULATIONS PROVIDED IN

AMNESTIES THAT DETERMINED THE RELATIVE

　

GRAVITY OF CIRCUMSTANCES SURROUNDING

Ａ CHARGE OF BODILY INJURY THAT RESULTED

IN DEATH （ＤＯＵＳＨＡYU'EN QINGLI QINGZHONG-

　　　　　　　　　　

ＧＥ闘殺遇恩情理軽重格）

Kawamura Yasushi

　　

During the Song dynasty, amnesties were granted with remarkatle

frequency. Early in the dynasty, these amnesties had applied to incidents

of bodily injury resulting in death (dousha圖殺), however, this category

of crime ■was gradually ｅχeluded from the scope of amnesties. In the

mid period of the reign of Zhenzong員宗, amnesties applied in cases

“extenuating circumstances” (qingli kemin 情理可欄）.　In such ａ case, ａ

death sentence could be reviewed by the emperor and reduced to ａ sentence

of exile. In the period of Shenzong's紳宗reign, the conditions for the

review and reduction of sentence were changed to “circumstances of light

gravity" (qingli qing 情理軽）.　Ａ decision made on the basis of “exten-

uating circumstances” was subjective in nature, whereas one made on the

basis of “circumstances of light gravity” was relatively objective. In the

period during and after the reign of Zhezong 哲宗, it became the standard

practice that ａ death sentence pronounced on ａ criminal to whom this

condition pertained was reduced without review. Accordingly, it became

necessary for prefectural ｏ伍cials to be able to determine to what patterns

of behavior this condition was　applicable.　Under these　circumstances,

regulation for this was established and recorded in the　ＱｉｎｓｙｕａｎＴｉａｏｆａｓhi-

Zd慶元條法事類.

　

As ａ consequence, this work presents ａ far more detailed

explanation of this crime than do similar provisions contained in the Tang

Ｃｏｄｅ唐律.

　

The account contained in the ＱｉｎｇｙｕａｎＴｉａｏｆａｓhileiprovides

for the determination of the relative gravity of circumstances in two

degrees: light and heavy･ and combines three degrees of injury （χiashou

下手) with two degrees of reason （li理）.　The three degrees of injury
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comprise the means used to inflict injury, the position of the wound, and

the state of the wound.　These specifications are thus rather objective.

However, the specification of two degrees of injury classified cases acco-

rding to ａ category of “straight”（直）ｏｒ“crooked” （曲）.Ａs such, this

specification was subjective in nature, as it called for decisions to be rend-

ered based on consideration of “ｅχtenuating circumstances”. Because of

this element of subjectivity inherent in such ａ specification, the scope and

application of this condition tended to be ｅχpanded in consideration of the

personal advantage of officials.

GUJARAT AND THE PORTUGUESE IN THE FIRST

　　

HALF OF THE SIXTEENTH CENTURY A.D.

　　

―RelationsConcerning the Port City of Diw―

Mashita Hiroyuki

　　

Following the conflictin 1508 between the allied forces of由ｅ port

city of Dlw in Gujarat and the Mamlok dynasty, on the one hand, and

forces of the Portuguese丑eet off Chawl, on the other,ａ Portuguese fort

was established at Diw in 1536. My purpose in this paper is first,to

confirm and describe the train of events leading to the ｅχtensionof the

Portuguese in Gujarat, with particularemphasis on a political,rather than

economic or culturalinterpretation. Second, through ａ descriptionof these

events, I hope to clarify the structure and nature of the relations that

pertained between Gujarat and the Portuguese.　In thispaper, l willfocus

in particular on the period from 1520―1536.

　　

My conclusions from ａ discussion of these events are as follows.

Relations

　

between

　

either

　

Diw

　

or

　

the

　

Ahmad-Shahl

　

dynasty

　

and

　

the

Portuguese had been characterizedby conflictinvolving military forcesince

1520.

　

Particularly after his occupation of Dlw (1526), Ahmad-Shahl

SｕlぴinBahadur assumed ａ position of distinctrivalry against the Portu-

guese.

　

The events of this era were interpreted as ａ game played on both
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